
    

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 １ ２ 日     

留 萌 開 発 建 設 部                     

留 萌 市 

留萌市が港湾協力団体を指定します!  

～みなとを拠点とする観光振興推進に期待～ 

 

 

 

 

 

※港湾協力団体制度は、港湾における民間団体等による活動を加速・支援する目的で、平成２８年７月１日

の港湾法の改正により位置付け。（国土交通省ホームページhttps://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000059.html ） 

記 

 

１ 日 時  令和７年３月１９日（水）１３時３０分～１４時００分 

２ 場 所  留萌市役所 本庁舎２階 市長室 

３ 指定団体名  みなとオアシスるもい運営協議会 

４ そ の 他  取材を希望される場合は、問合せ先に記載のある留萌市担当者宛にご連絡く

ださい。なお、諸般の事情により、予告なく変更となる場合がありますので

ご了承ください。 

５ 参  考  「みなとオアシスるもい」の詳細は下記のホームページに記載しています。 

         北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kk/kou_kei/splaat000001yha1.html 

         留萌市ホームページ https://www.e-rumoi.jp/keizai/page17_00139.html 

 

 

 

留萌港の港湾管理者である留萌市は、「みなとオアシスるもい」での活動をより円滑に進め、

賑わい空間づくりを推進するため、「みなとオアシスるもい運営協議会」（別紙）を港湾法第 

４１条の２第１項に基づき、港湾協力団体として３月１９日に指定します。 

また、同協議会への指定証の手交式を下記のとおり行いますので、あわせてお知らせします。 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部 

            築港課     課長 斉藤 真樹（電話 0164-42-4816内線 361） 

留萌港湾事務所 所長 八栁 敦 （電話 0164-42-1205 内線 20） 

 

 

留萌市 地域振興部 港湾・再生可能エネルギー室  

      室長         湯浅 俊之（電話 0164-56-4705内線 461） 

          

留萌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/rm/ 

 
公式Ｘ（旧 Twitter）アカウント @mlit_hkd_rm 

 

留萌市ホームページ https://www.e-rumoi.jp/index_top.html 

 






